
上総千葉氏の族的位置と丹後守護補任の背景について

1

は
じ
め
に

成
立
期
、
す
な
わ
ち
鎌
倉
時
代
前
期
の
千
葉
氏
に
つ
い
て
考
察
に
す
る
に
際
し
、
そ
の
本
流
と
し
て
評
価
す
べ
き
な
の
が
常
胤
の
孫

の
う
ち
、
成
胤
系
（
千
葉
介
系
）
に
な
る
の
か
、
常
秀
系
（
上
総
千
葉
氏
）
に
な
る
の
か
、
以
前
か
ら
お
お
い
に
気
に
な
る
と
こ
ろ
が

あ
っ
た）

1
（

。

鎌
倉
幕
府
の
成
立
期
に
活
躍
し
て
有
力
御
家
人
と
な
っ
た
武
士
は
、
必
ず
し
も
頼
朝
挙
兵
以
前
か
ら
彼
の
一
族
を
率
い
る
立
場
に

あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
内
乱
や
そ
の
後
の
権
力
闘
争
に
勝
ち
残
っ
た
者
で
あ
っ
た）

（
（

。
そ
し
て
、
そ
の
後
、
彼
ら
の
直
系
子
孫
た
ち
は
、

一
族
内
に
お
け
る
正
統
性
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
意
図
の
も
と
に
、
あ
た
か
も
幕
府
成
立
以
前
か
ら
、
そ
の
名
字
（
苗
字
）
を
名
乗
る

家
が
存
在
し
、
嫡
子
が
伝
統
的
な
称
号
を
継
承
し
て
い
っ
て
い
た
か
の
よ
う
な
物
語
を
創
作
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

は
、
鎌
倉
時
代
中
期
以
降
の
千
葉
介
家
に
お
け
る
妙
見
信
仰
に
基
づ
く
一
族
統
制
の
た
め
の
説
話
創
作
の
実
態
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と

が
あ
る）

（
（

。
後
世
に
成
立
し
た
系
図
の
人
名
に
付
せ
ら
れ
た
名
字
も
十
二
世
紀
半
ば
以
前
に
活
動
し
た
人
物
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
未
だ

上
総
千
葉
氏
の
族
的
位
置
と
丹
後
守
護
補
任
の
背
景
に
つ
い
て

野

口

実
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（

家
名
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
は
な
く
、
単
に
居
住
地
に
基
づ
く
呼
称
か
、
前
述
し
た
よ
う
な
意
図
に
よ
る
可
能
性
も
考
慮
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
前
提
に
、
冒
頭
に
述
べ
た
千
葉
介
家
と
上
総
千
葉
氏
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

注（
1
）
常
秀
系
千
葉
氏
を
「
上
総
千
葉
氏
」
と
呼
ぶ
べ
き
こ
と
や
、
そ
の
史
料
所
見
、
存
在
形
態
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
上
総
千
葉
氏
に
つ
い
て
」（
拙

著
『
増
補
改
訂

中
世
東
国
武
士
団
の
研
究
』（
戎
光
祥
出
版
、
二
〇
二
一
年
、
初
出
は
一
九
八
四
年
）・
同
「
上
総
千
葉
氏
の
盛
衰
」（
拙
編
『
千

葉
氏
の
研
究
』
名
著
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
、
初
出
は
一
九
八
六
年
）
で
述
べ
た
。
以
下
、
上
総
千
葉
氏
に
関
す
る
事
実
関
係
・
史
料
所
見
に
つ
い

て
は
、
注
記
の
な
い
限
り
、
こ
の
二
つ
の
拙
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
（
）
た
と
え
ば
、
甲
斐
源
氏
に
お
け
る
武
田
信
光
や
小
笠
原
長
清
な
ど
（
拙
稿
「
源
平
内
乱
期
に
お
け
る
「
甲
斐
源
氏
」
の
再
評
価
」
拙
著
『
東
国

武
士
と
京
都
』
同
成
社
、
二
〇
一
五
年
、
初
出
は
二
〇
一
一
年
）。

（
（
）
拙
稿
「
千
葉
氏
の
嫡
宗
権
と
妙
見
信
仰
─
『
源
平
闘
諍
録
』
成
立
の
前
提
─
」（
拙
編
『
千
葉
氏
の
研
究
』、
初
出
は
一
九
九
八
年
）。

一

官
位
と
族
長

こ
の
時
代
、
地
方
の
武
士
は
本
領
の
地
名
を
名
字
と
し
て
名
乗
り
は
し
た
も
の
の
、
下
野
の
小
山
政
光
の
所
領
・
所
職
が
子
息
の
小

山
朝
政
と
長
沼
宗
政
ら
に
継
承
さ
れ
た
よ
う
に）

1
（

、
そ
の
家
職
や
家
産
は
分
割
相
続
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
り
、
名
字
の
継
承
は
必
ず
し
も

後
世
に
い
う
と
こ
ろ
の
嫡
流
あ
る
い
は
宗
家
の
継
承
を
意
味
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
一
般
化
す
る
の
は
、
幕
府
に
よ
る
御
家
人
に
対
す
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る
賦
課
の
便
宜
上
制
度
化
さ
れ
た
「
惣
領
制
」
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う）

（
（

。

た
し
か
に
、
鎌
倉
幕
府
成
立
以
前
の
武
蔵
国
で
は
同
国
の
留
守
所
惣
検
校
職
を
継
承
す
る
の
が
秩
父
家
の
正
統
な
後
継
者
と
し
て
意

識
さ
れ
た
よ
う
だ
が
、
そ
の
名
字
は
「
河
越
」
で
あ
っ
た
り
「
畠
山
」
で
あ
っ
た
り
不
定
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
鎌
倉
幕
府
の
成
立
後
、

畠
山
重
忠
の
滅
亡
な
ど
を
経
て
嘉
禄
二
年
（
一
二
二
六
）、幕
府
に
よ
っ
て
河
越
重
員
が
留
守
所
惣
検
校
職
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

よ
う
や
く
秩
父
平
氏
の
嫡
流
＝
河
越
氏
の
図
式
が
定
着
す
る
の
で
あ
る）

（
（

。
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親
の
も
つ
所
職
の
う
ち
で
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
と
、
そ
れ
に
付
随
す
る
も
っ
と
も
多
く
の
所
領
を
継
承
し
た
者
を
嫡
子
と
み
な
す

べ
き
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
治
承
～
文
治
内
乱
期
に
は
、
在
来
の
も
の
を
上
回
る
所
職
や
所
領
を
新
恩
と
し
て
獲
得
す
る
ケ
ー
ス
も
多

か
っ
た
。
千
葉
氏
は
そ
の
最
た
る
存
在
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）、
源
頼
朝
の
挙
兵
に
参
向
し
た
段
階
に
お
け
る
千
葉
常
胤
と
そ
の
子
息
・
孫
た
ち
の
所
領
・
所
職
は
名
字

地
で
あ
る
下
総
国
千
葉
庄
の
ほ
か
、
常
胤
の
下
総
権
介
職
に
伴
う
同
国
国
分
寺
と
上
総
国
山
辺
北
郡
堺
（
境
）
郷
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

そ
れ
が
、
寿
永
二
年
（
一
一
八
三
）
末
、
千
葉
氏
も
含
ま
れ
る
両
総
平
氏
の
族
長
で
あ
っ
た
上
総
権
介
広
常
が
頼
朝
か
ら
誅
殺
さ
れ
た

際
、
広
常
の
帯
し
て
い
た
在
庁
所
職
と
と
も
に
そ
の
遺
領
の
大
半
を
与
え
ら
れ
、
さ
ら
に
平
家
追
討
と
奥
州
合
戦
の
勲
功
に
よ
っ
て
列

島
各
地
に
多
く
の
所
領
・
所
職
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
父
の
代
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
か
ら
継
承
し
て
き
た
千
葉
庄
や

下
総
権
介
職
よ
り
も
重
要
な
所
領
・
所
職
が
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
を
含
め
て
、
常
胤
の
有
し
た
所
領
・
所
職
を
最
も
多
く
継
承
し

た
者
こ
そ
が
嫡
系
の
継
承
者
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

か
つ
て
貫
達
人
は
族
長
権
の
淵
源
を
官
位
に
求
め
た）

4
（

。
こ
れ
に
し
た
が
え
ば
、
武
蔵
国
の
武
士
団
で
あ
る
秩
父
家
の
家
長
権
は
武
蔵

国
在
庁
の
最
上
位
で
あ
る
留
守
所
惣
検
校
職
を
帯
す
る
人
物
に
帰
属
す
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
在
庁
所
職
に
留
ま
ら
ず
、
中

央
の
官
職
に
も
敷
衍
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

建
久
元
年
（
一
一
九
〇
）、
挙
兵
後
初
め
て
上
洛
を
遂
げ
た
源
頼
朝
は
、
勲
功
の
多
い
御
家
人
を
挙
申
す
べ
し
と
い
う
院
命
に
応
え
、

十
名
の
御
家
人
が
左
右
兵
衛
・
衛
門
尉
に
挙
任
さ
れ
て
い
る
（『
吾
妻
鏡
』
同
年
十
二
月
十
一
日
条
）。

具
体
的
に
見
て
い
く
と
、
左
兵
衛
尉
の
葛
西
清
重
、
左
衛
門
尉
の
和
田
義
盛
・
佐
原
義
連
・
足
立
遠
元
、
右
衛
門
尉
の
小
山
朝
政
・

比
企
能
員
は
本
人
が
補
任
さ
れ
て
い
る
が
、
左
兵
衛
尉
の
梶
原
景
茂
・
八
田
朝
重
（
知
重
）
と
右
兵
衛
尉
の
三
浦
義
村
は
、
父
か
ら
の

「
譲
」
で
あ
っ
た
。
父
の
譲
り
を
受
け
た
者
の
う
ち
梶
原
景
茂
は
す
で
に
兄
の
景
季
が
左
衛
門
尉
に
任
官
し
て
い
た
か
ら
措
く
と
し
て
、
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八
田
知
重
と
三
浦
義
村
は
、
後
に
八
田
・
三
浦
氏
の
家
督
を
継
い
で
い
る
。
こ
の
時
、
常
秀
は
祖
父
常
胤
の
勲
功
賞
を
譲
ら
れ
て
左
兵

衛
尉
に
任
じ
ら
れ
た
。
と
す
る
な
ら
ば
、
千
葉
氏
の
場
合
も
常
胤
は
常
秀
を
後
継
者
と
み
て
い
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
こ
の
時
代
の
京
官
は
基
本
的
に
在
京
奉
公
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
任
官
以
前
に
一
定
の
在
京
活
動
の
経
験
が
必

須
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
時
の
地
方
武
家
が
在
京
・
在
国
（
在
地
）
の
分
業
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
踏
ま

え
る
と
、
一
族
内
で
在
京
活
動
を
担
っ
て
い
た
者
が
京
官
を
得
や
す
か
っ
た
と
い
う
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る）

5
（

。

し
か
し
、
下
総
に
お
け
る
千
葉
氏
同
様
に
相
模
の
在
庁
官
人
で
あ
っ
た
三
浦
氏
の
義
村
が
こ
こ
で
任
官
し
て
い
る
こ
と
を
見
る
と
、
当

時
の
東
国
の
有
力
武
士
は
将
来
の
家
督
継
承
者
を
少
年
期
に
在
京
さ
せ
る
こ
と
が
常
態
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
常
秀
は

常
胤
の
嫡
孫
に
値
す
る
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
鎌
倉
時
代
末
期
の
段
階
で
、
常
胤
系
の
正
統
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
成
胤

（
系
図
で
は
常
秀
の
兄
に
置
か
れ
る
）
に
つ
い
て
『
源
平
闘
諍
録
』（
巻
第
五
の
二
）
が
「（
常
胤
の
）
孫
た
り
と
い
へ
ど
も
養
子
た
る

に
依
っ
て
」
と
述
べ
て
い
る
の
も
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
方
、『
吾
妻
鏡
』
に
よ
る
限
り
、
頼
朝
か
ら
発
給
さ
れ
た
書
状
を
受
け
継
ぎ
、
元
永
年
間
（
一
一
一
八
～
一
一
二
〇
）
に
先
祖
千

葉
大
夫
（
常
兼
or
常
重
）
が
補
さ
れ
た
千
葉
庄
検
非
違
所
の
職
を
根
拠
と
す
る
下
総
守
護
職
に
補
さ
れ
て
千
葉
介
を
称
し
た
成
胤
こ
そ

が
本
流
に
見
え
る
。
し
か
し
、
近
年
、
宝
治
合
戦
で
常
秀
の
子
秀
胤
が
滅
亡
し
た
後
、
妙
見
信
仰
を
利
す
る
か
た
ち
で
千
葉
氏
一
族
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
再
編
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、『
源
平
闘
諍
録
』
は
そ
こ
で
作
り
上
げ
ら
れ
た
説
話
の
採
り
入
れ
ら
れ
た

千
葉
氏
版
『
平
家
物
語
』
で
あ
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
お
り）

6
（

、
ま
た
『
吾
妻
鏡
』
の
書
誌
的
な
研
究
が
進
め
ら
れ
て
、
そ
の
記
述
に
得

宗
専
制
下
に
お
け
る
政
治
思
潮
に
よ
る
史
実
の
改
変
や
捏
造
の
み
ら
れ
る
こ
と
や
、
当
時
の
有
力
御
家
人
諸
氏
の
家
伝
が
取
り
込
ま
れ

て
い
る
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る）

（
（

。

常
秀
は
兄
の
成
胤
が
「
千
葉
介
」
す
な
わ
ち
千
葉
庄
を
本
拠
と
す
る
下
総
権
介
で
、
お
そ
ら
く
位
階
も
六
位
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
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治
承
・
寿
永
内
乱
に
お
い
て
は
常
胤
に
従
っ
て
鎮
西
に
ま
で
転
戦
し
、
そ
の
譲
り
を
を
得
て
建
久
元
年
（
一
一
九
〇
）
に
左
兵
衛
尉
に

任
じ
ら
れ
た
の
を
皮
切
り
に
、
下
総
守
に
任
じ
ら
れ
て
官
制
的
に
は
兄
の
上
位
に
達
し
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
子
秀
胤
は
千
葉
氏
一
族

で
は
た
だ
一
人
評
定
衆
に
列
し
、
位
階
も
従
五
位
上
に
い
た
っ
て
、
鎌
倉
将
軍
家
に
お
い
て
諸
大
夫
の
身
分
を
獲
得
し
て
い
る
の
で
あ

る
）
（
（

。
注（

1
）
拙
著
『
坂
東
武
士
団
の
成
立
と
発
展
』（
戎
光
祥
出
版
、
二
〇
一
三
年
、
初
出
は
一
九
八
二
年
）。

（
（
）
羽
下
徳
彦
『
惣
領
制
』（
至
文
堂
、
一
九
六
六
年
）。

（
（
）
埼
玉
県
立
嵐
山
史
跡
の
博
物
館
・
葛
飾
区
立
郷
土
と
天
文
の
博
物
館
編
『
秩
父
平
氏
の
盛
衰
─
畠
山
重
忠
と
葛
西
清
重
─
』（
勉
誠
出
版
、
二

〇
一
二
年
）、
岡
田
清
一
編
『
河
越
氏
の
研
究
』（
名
著
出
版
、
二
〇
〇
三
年
）
な
ど
。

（
4
）
貫
達
人
「
官
位
と
族
長
」（『
三
浦
古
文
化
』
第
四
号
、
一
九
六
四
年
）。

（
5
）
た
と
え
ば
、北
条
氏
で
は
時
政
が
無
官
で
あ
っ
た
あ
い
だ
に
、在
京
経
験
の
豊
富
な
弟
の
時
定
が
傔
仗
か
ら
兵
衛
尉
を
経
て
左
衛
門
尉
に
い
た
っ

て
い
る
（『
吾
妻
鏡
』
建
久
四
年
二
月
二
十
五
日
条
）。

（
6
）
拙
稿
「
千
葉
氏
の
嫡
宗
権
と
妙
見
信
仰
─
『
源
平
闘
諍
録
』
成
立
の
前
提
─
」、
岡
野
浩
二
「
千
葉
氏
妙
見
信
仰
の
政
治
史
的
考
察
」（『
古
代

文
化
』
第
七
三
巻
第
二
号
、
二
〇
二
一
年
）。

（
（
）「『
吾
妻
鏡
』
の
文
学
的
達
成
」（
灘
中
学
校
・
高
等
学
校
『
教
育
研
究
紀
要
』
第
（
号
、
二
〇
一
八
年
）
を
は
じ
め
と
す
る
『
吾
妻
鏡
』
の
書

誌
に
関
す
る
藪
本
勝
治
氏
の
一
連
の
研
究
や
高
橋
恵
美
子
『
中
世
結
城
氏
の
家
伝
と
軍
記
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

（
（
）
関
東
御
家
人
の
諸
大
夫
身
分
獲
得
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
青
山
幹
哉
「
王
朝
官
職
に
み
る
鎌
倉
幕
府
の
秩
序
」（『
年
報
中
世
史
研
究
』
第
一
〇



（

号
、
一
九
八
五
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
旧
稿
で
漏
れ
た
秀
胤
の
史
料
所
見
と
し
て
、『
葉
黄
記
』
宝
治
元
年
六
月
十
五
日
条
に
「
昨
日

関
東
飛
脚
到
来
、
上
総
介
秀
胤
被
誅
罰
了
」、『
百
練
抄
』
同
十
四
日
条
に
「
関
東
飛
脚
到
来
、
去
九
日
上
総
介
秀
胤
被
誅
罰
云
々
」
と
あ
る
こ
と

を
付
け
加
え
て
お
く
。二

関
東
御
家
人
の
「
家
」
の
成
立

一
族
の
長
、
す
な
わ
ち
惣
領
・
家
督
に
は
、
族
内
で
最
高
の
官
位
に
あ
る
者
が
就
く
の
が
通
例
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
常
秀
─
秀
胤
系

こ
そ
が
、
千
葉
氏
の
本
流
だ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
常
胤
の
称
し
て
い
た
「
千
葉
介
」
の
名
乗
り
は
成
胤
が
継
承
し

て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、
私
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
千
葉
氏
を
含
む
両
総
平
氏
一
族
全
体
の
族
長
で
あ
っ
た
上
総
権
介
広
常
が
帯
し
て

い
た
所
職
と
遺
領
の
過
半
を
頼
朝
か
ら
与
え
ら
れ
た
常
胤
が
、
こ
れ
を
常
秀
に
譲
与
し
た
と
い
う
理
解
を
も
っ
て
、
千
葉
氏
惣
領
の
成

胤
と
両
総
平
氏
族
長
の
常
秀
が
二
元
的
な
形
で
存
在
し
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
、
や
や
不
明
確
な
説
明
を
お
こ
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
、

源
頼
朝
に
よ
る
幕
府
草
創
以
前
か
ら
、
東
国
武
士
社
会
に
は
確
固
と
し
た
族
長
権
に
基
づ
く
武
士
の
一
族
（
あ
い
ま
い
な
表
現
な
が
ら
、

い
わ
ゆ
る
「
武
士
団
」）
あ
る
い
は
「
家
」
が
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
を
、
比
較
的
千
葉
氏
に
近
い
存
在
形
態
を
示
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
相
模
の
三
浦
氏
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
頼
朝
挙
兵
段
階
で

活
躍
し
た
の
は
高
齢
の
三
浦
義
明
で
あ
っ
た
。
彼
の
後
を
継
い
だ
義
澄
は
頼
朝
の
鎌
倉
入
部
後
、「
三
浦
介
」
を
名
乗
る
よ
う
に
な
る
。

し
か
し
、
正
式
な
形
で
相
模
介
の
官
を
帯
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
か
（『
吾
妻
鏡
』
建
久
三
年
七
月
二
十
六
日
条
）、
一
族
の
統
制
に
は

苦
慮
し
た
よ
う
で
、頼
朝
は
三
浦
一
族
に
対
し
て
、義
澄
の
支
配
に
従
う
よ
う
に
特
に
命
令
を
下
さ
ざ
る
を
得
な
い
有
様
で
あ
っ
た
（
同

建
久
四
年
正
月
二
十
日
条
）。
し
か
し
、
彼
の
弟
や
甥
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
本
領
の
地
名
を
名
字
と
し
、
御
家
人
と
し
て
自
立
し
て
い
た
。
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と
く
に
弟
の
義
連
（
佐
原
十
郎
）
と
甥
の
義
盛
（
和
田
太
郎
）
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
建
久
元
年
、
頼
朝
の
挙
申
に
よ
っ
て
左
衛
門
尉

に
任
じ
て
、
官
制
上
は
義
澄
の
嫡
子
義
村
の
上
位
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

〈
三
浦
氏
略
系
図
〉

　
　

義
継
─
─
──
義
明
─
─
──
義
宗
─
─
──
義
盛

左
衛
門
尉─
─
─
─
─
──
常兵衛

尉

左
衛
門
尉

盛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

──
義三
浦
介澄

─
─
──
義
村
─
─
─
─
─
──
泰
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

──
光
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

──
胤検非

違
使

右
衛
門
尉

義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

──
家左衛

門
尉

式
部
大
夫

村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

──
義
連

左
衛
門
尉─
─
──
盛兵衛

尉

遠
江
守

連
─
─
─
─
──
盛三
浦
介時

左
衛
門
尉

杉
本
太
郎

和
田
太
郎

兵
衛
尉

左
衛
門
尉

駿
河
守

掃
部
権
助

式
部
丞

若
狭
守

大
夫
判
官

壱
岐
守

河
内
守

能
登
守

佐
原
十
郎
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ま
た
、
幕
府
の
職
制
の
上
か
ら
も
義
澄
が
相
模
守
護
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
和
田
義
盛
は
そ
の
統
制
を
担
う
侍
所
別
当
の
地
位
に

あ
っ
た
か
ら
、
慈
円
が
『
愚
管
抄
』（
巻
第
六
）
に
「
義
盛
左
衛
門
ト
云
三
浦
ノ
長
者
」
と
記
し
た
よ
う
に
、
や
が
て
は
三
浦
一
族
の

族
長
の
地
位
も
義
盛
に
帰
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
状
況
と
な
っ
た
ら
し
い
。

次
に
注
目
し
た
い
の
は
三
浦
一
族
の
諱
（
実
名
）
で
あ
る
。
義
澄
の
世
代
ま
で
は
す
べ
て
「
義
」
の
字
を
通
字
に
し
て
い
る
。
と
こ

ろ
が
、
三
浦
氏
の
嫡
系
は
義
村
以
降
は
「
村
」、
和
田
氏
は
「
盛
」、
佐
原
氏
は
「
連
」
を
通
字
と
し
て
い
る
。
結
局
、
和
田
氏
は
建
保

合
戦
（
一
二
一
三
年
）
に
敗
れ
、
北
条
氏
と
協
調
し
て
有
力
御
家
人
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
義
村
─
泰
村
の
系
統
が
三
浦
一
族
の

惣
領
の
地
位
を
確
立
し
た
も
の
の
、
宝
治
合
戦
で
泰
村
が
滅
亡
す
る
と
い
う
経
過
を
辿
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
さ
て
お
い
て
、

千
葉
氏
に
も
同
様
の
現
象
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
千
葉
介
を
称
し
た
成
胤
の
子
孫
は
一
貫
し
て
「
胤
」
を
名
の
通
字
に
用
い
る
の
で
あ
る
が
、
常
秀
の
子
は
秀
胤
・
時
常
、

秀
胤
の
子
は
時
秀
・
政
秀
・
泰
秀
・
秀
景
と
、
こ
の
系
統
は
「
秀
」
を
通
字
と
す
る
よ
う
に
な
る
。
新
た
な
御
家
人
の
家
の
創
始
と
み

て
よ
い
だ
ろ
う）

1
（

。

と
す
る
と
、
こ
の
系
統
を
従
来
の
よ
う
に
千
葉
氏
の
枠
の
中
に
収
め
て
お
く
の
は
、
そ
の
評
価
に
フ
ィ
ル
タ
ー
を
か
け
て
し
ま
う
よ

う
な
こ
と
に
な
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
三
浦
一
族
に
お
け
る
和
田
義
盛
と
同
じ
よ
う
な
評
価
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

常
秀
は
頼
朝
挙
兵
以
前
に
す
で
に
上
総
国
山
辺
北
郡
堺
（
境
）
郷
を
与
え
ら
れ
「
堺
（
境
）
平
次
」
と
称
し
て
い
た
。
当
時
は
、
の

ち
に
千
葉
介
を
継
ぐ
兄
の
成
胤
も
「
加
曾
利
冠
者
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
千
葉
庄
内
の
加
曾
利
郷
に
住
ん
で
い
た
こ
と
が
分
か
る）

（
（

。
常

胤
が
千
葉
氏
の
家
督
で
あ
っ
た
あ
い
だ
は
、
嫡
子
で
あ
る
胤
正
は
千
葉
館
に
い
て
も
、
常
胤
の
孫
の
世
代
は
庶
子
た
ち
と
同
様
、
既
に

分
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
高
橋
秀
樹
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
時
代
の
在
地
領
主
層
は
家
を
継
承
す
る
父
子
が
必
ず
し
も

同
時
に
同
じ
名
字
を
名
乗
ろ
う
と
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る）

（
（

。
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堺
も
和
田
と
同
じ
よ
う
に
狭
小
な
所
領
の
地
名
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
三
浦
一
族
に
お
け
る
和
田
氏
の
よ
う
に
、
有
力
御
家
人
堺
氏

が
成
立
し
、
和
田
義
盛
の
よ
う
に
、
常
秀
が
千
葉
氏
一
族
の
「
長
者
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
こ
と

に
な
る
。
実
際
、『
吾
妻
鏡
』
に
お
け
る
常
秀
は
元
暦
元
年
（
一
一
八
四
）
八
月
八
日
条
に
「
堺
平
次
常
秀
」
と
し
て
初
出
し
て
以
後
、

千
葉
と
堺
（
境
）
の
両
様
の
名
字
で
登
場
し
、
承
久
元
年
（
一
二
一
九
）
に
い
た
っ
て
も
「
堺
兵
衛
尉
常
秀
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
間
、
彼
は
頼
朝
の
参
内
に
供
奉
し
た
り
（
建
久
六
年
五
月
二
十
日
条
）、
畠
山
重
忠
追
討
軍
後
陣
の
大
将
軍
と
し
て
千
葉
一
族
を
率

い
る
（
元
久
二
年
六
月
二
十
二
日
条
）
な
ど
の
活
動
を
行
っ
て
お
り
、
有
力
御
家
人
堺
氏
の
存
在
は
歴
然
た
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え

る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
次
の
世
代
の
秀
胤
は
、
初
出
条
（
承
久
元
年
七
月
十
九
日
条
）
に
「
堺
兵
衛
太
郎
」
と
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
以
降
は
「
上

総
介
」
な
い
し
「
上
総
権
介
」
の
肩
書
き
だ
け
で
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
か
つ
て
の
広
常
と
同
じ
で
、
こ
う
な
る
と
「
上

総
氏
」
と
呼
び
た
く
な
る
。
秀
胤
の
弟
の
時
常
は
常
秀
か
ら
下
総
国
埴
生
庄
を
与
え
ら
れ
て
「
埴
生
次
郞
」
と
称
し
た
よ
う
だ
が
、
宝

治
元
年
六
月
七
日
条
に
は
「
下
総
次
郞
時
常
」
と
見
え
る
。
こ
れ
は
常
秀
の
最
終
的
な
官
職
が
下
総
守
で
あ
っ
た
こ
と
に
基
づ
く
（
常

秀
の
下
総
守
補
任
は
『
明
月
記
』
嘉
禄
元
年
（
一
二
二
五
）
正
月
二
十
四
日
条
の
春
除
目
の
記
事
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
）。

秀
胤
の
子
の
世
代
に
な
る
と
時
秀
が
「
上
総
式
部
丞
」、
政
秀
が
「
上
総
修
理
亮
」、
泰
秀
が
「
上
総
五
郎
左
衛
門
尉
」、
秀
景
が
「
上

総
六
郎
」
と
い
う
よ
う
に
、
上
総
が
家
名
と
し
て
定
着
し
つ
つ
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
ち
な
み
に
、
式
部
丞
や
修
理
亮
と
い
っ
た
官

職
は
、
彼
ら
が
「
侍
」
身
分
を
脱
し
て
「
諸
大
夫
」
の
ス
テ
イ
タ
ス
を
得
て
い
た
こ
と
を
明
確
に
示
す
も
の
で
あ
る）

4
（

。

注（
1
）
そ
れ
と
並
行
す
る
形
で
、
上
総
氏
系
の
一
族
の
一
部
に
も
「
秀
」
を
名
の
一
字
と
し
て
用
い
る
者
が
現
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
、
か
れ
ら
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が
上
総
千
葉
氏
に
従
属
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
上
総
千
葉
氏
に
つ
い
て
」・
同
「『
吾
妻

鏡
』
に
お
け
る
人
名
表
記
」（
拙
著
『
増
補
改
訂

中
世
東
国
武
士
団
の
研
究
』（
初
出
は
一
九
九
二
年
）
で
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
。

（
（
）『
源
平
闘
諍
録
』
巻
第
五
の
二
。
福
田
豊
彦
「『
源
平
闘
諍
録
』
そ
の
千
葉
氏
関
係
の
説
話
を
中
心
と
し
て
」（『
東
京
工
業
大
学
人
文
論
叢
』
第

一
号
、
一
九
七
五
年
）
お
よ
び
『
日
本
歴
史
地
名
大
系

第
一
二
巻

千
葉
県
の
地
名
』（
平
凡
社
、
一
九
九
六
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
（
）
高
橋
秀
樹
「
中
世
の
家
と
女
性
」（『
岩
波
講
座
日
本
歴
史

第
（
巻

中
世
（
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
）。

（
4
）
青
山
幹
哉
「
王
朝
官
職
に
み
る
鎌
倉
幕
府
の
秩
序
」。

三

丹
後
守
護
職
と
在
京
活
動

『
吾
妻
鏡
』
や
流
布
本
の
『
承
久
記
』
に
よ
る
と
、
承
久
の
乱
に
際
し
て
、
千
葉
介
胤
綱
が
東
海
道
軍
第
五
陣
の
大
将
軍
を
つ
と
め

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
、
胤
綱
は
弱
冠
十
四
歳
で
、
実
質
的
な
任
務
を
担
っ
た
の
は
後
見
的
な
立
場
に
あ
っ
た
一
族
の
主
要
人
物

と
み
て
よ
い
。
慈
光
寺
本
『
承
久
記
』
は
第
五
陣
大
将
軍
を
「
紀
内
殿
」
と
「
千
葉
次
郎
」
と
し
て
お
り
、
前
者
は
木
内
胤
朝
と
確
定

で
き
、
後
者
は
胤
綱
の
庶
兄
と
み
ら
れ
る
泰
胤
で
あ
ろ
う
こ
と
を
論
じ
た
こ
と
が
あ
る）

1
（

。

元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）
六
月
の
畠
山
重
忠
追
討
の
際
、
常
秀
は
大
須
賀
・
相
馬
・
東
氏
ら
千
葉
氏
一
族
を
率
い
る
形
で
後
陣
の
大

将
軍
を
つ
と
め
た
が
、
承
久
の
乱
で
は
そ
の
任
に
あ
た
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
彼
が
西
上
し
た
幕
府
軍
に
従
っ
て
い
た
こ
と
は
、『
承

久
三
年
四
年
日
次
記
』
に
、
入
京
目
前
の
幕
府
軍
の
も
と
に
義
時
追
討
の
宣
旨
を
召
し
返
す
旨
を
伝
え
る
使
者
が
訪
れ
た
と
き
、
こ
れ

を
六
条
河
原
で
迎
え
た
「
海
道
手
」（
東
海
道
軍
）
の
武
士
と
し
て
「
武
蔵
守
泰
時
、
駿
河
守
義
村
」
に
次
い
で
「
堺
兵
衛
尉
常
秀
」

と
見
え
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
泰
時
は
全
軍
の
大
将
軍
で
あ
り
、
三
浦
義
村
が
そ
の
舅
と
し
て
後
見
の
任
に
あ
っ
た
こ
と
を
踏
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ま
え
る
と
、
幕
府
軍
の
「
海
道
手
」
に
お
い
て
常
秀
が
か
な
り
重
要
な
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

乱
後
の
恩
賞
で
、
木
内
胤
朝
を
始
め
と
す
る
千
葉
氏
一
族
が
西
国
各
所
に
多
く
の
新
恩
所
領
を
得
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ま

で
常
秀
の
所
領
獲
得
に
つ
い
て
は
一
切
知
見
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
お
ど
ろ
く
べ
き
発
見
が
あ
っ
た
。
近
年
学
界
に
紹
介

さ
れ
た
兵
庫
県
丹
波
篠
山
市
教
育
委
員
会
所
蔵
「
貞
永
式
目
追
加
」（「
青
山
文
庫
本
貞
永
式
目
追
加
」）
に
含
ま
れ
る
「
国
々
守
護
事
」

に
常
秀
が
上
総
と
丹
後
の
守
護
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る）

（
（

。
木
下
竜
馬
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
嘉
禎
四
年
（
一
二
三

八
）
閏
二
月
か
ら
三
月
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
諸
国
の
守
護
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
ほ
と
ん
ど
の
人
物
の
官
途
表
記
は
整
合
性
が

と
れ
る
と
い
う
。
ち
な
み
に
、
常
秀
は
「
上
総
介
」
と
し
て
所
見
す
る
。

常
秀
の
上
総
守
護
（
あ
る
い
は
守
護
に
類
す
る
在
庁
所
職
）
補
任
時
期
に
つ
い
て
は
、
と
も
に
上
総
広
常
の
遺
領
の
多
く
を
継
承
し

た
和
田
義
盛
の
滅
亡
の
前
か
ら
か
後
か
ら
な
の
か
不
明
確
で
あ
っ
た
。
伊
藤
邦
彦
氏
は
、『
千
葉
大
系
図
』（
近
世
成
立
）
に
嘉
禄
二
年

（
一
二
二
六
）
に
い
た
っ
て
常
秀
が
和
田
義
盛
の
遺
領
を
賜
り
、
上
総
守
護
に
補
さ
れ
、
上
総
介
に
任
じ
た
と
あ
る
こ
と
に
否
定
的
な

見
解
を
示
し
て
い
る
が）

（
（

、
こ
れ
は
嘉
禄
二
年
に
常
秀
が
上
総
介
に
任
じ
ら
れ
た
と
い
う
伝
承
に
か
け
て
、
義
盛
か
ら
の
所
職
（
上
総
守

護
）
継
承
を
述
べ
た
も
の
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
、『
吾
妻
鏡
』
に
お
け
る
常
秀
の
「
上
総
介
」
と
し
て

の
初
見
は
嘉
禎
元
年
（
一
二
三
五
）
六
月
二
十
九
日
条
で
あ
る
。
彼
は
嘉
禄
元
年
の
春
の
除
目
で
下
総
守
に
任
じ
て
い
る
か
ら
（『
明

月
記
』
同
年
正
月
二
十
四
日
条
）、
上
総
介
へ
の
補
任
は
不
可
解
で
は
な
い
。
し
か
し
、
菊
池
紳
一
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
常
秀
の

上
総
介
は
「
上
総
権
介
」
の
略
称
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
）
4
（

。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
一
二
三
〇
年
代
に
常
秀
が
上
総
の
み
な
ら
ず
丹
後
に
も
守
護
職
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
そ
の
契

機
は
承
久
の
乱
に
よ
る
恩
賞
で
あ
ろ
う
。
千
葉
介
家
も
十
三
世
紀
後
半
以
降
、
伊
賀
国
守
護
を
世
襲
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
始
点
が
不
明
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
こ
の
史
料
に
よ
っ
て
、
こ
の
時
点
で
既
に
そ
の
職
に
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
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か
に
な
っ
た
か
ら
、
や
は
り
承
久
の
乱
後
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
お
、
千
葉
介
家
が
肥
前
小
城
郡
の
惣
地
頭
職
を
有
し
、
大

番
役
で
在
京
し
て
い
る
間
に
、
こ
の
所
領
か
ら
の
訴
訟
に
対
応
し
た
こ
と
な
ど
、
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
千
葉
介
の
在
京
活
動
や
西
国
所

領
に
つ
い
て
は
既
に
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る）

5
（

。

常
秀
も
鎮
西
に
千
葉
介
以
上
の
所
領
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
彼
は
、
頼
朝
の
代
官
と
し
て
平
家
の
追
討
に
あ
た
っ
た
範

頼
の
参
謀
格
と
し
て
、
の
ち
に
「
鎮
西
守
護
人
」
と
評
さ
れ
る
ほ
ど
の
活
躍
を
み
せ
た
高
齢
の
祖
父
常
胤
を
助
け
て
薩
摩
・
大
隅
に
い

た
る
占
領
地
の
軍
政
に
従
っ
て
い
た
か
ら
、
配
分
さ
れ
た
所
領
も
多
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う）

6
（

。
前
述
の
よ
う
に
常
胤
の
「
譲
」
で
左
兵
衛

尉
に
任
じ
た
こ
と
の
背
景
と
し
て
彼
が
少
年
期
に
在
京
し
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
時
に
鎮
西
出
身
の
武
士
と
の
間
に
結

ん
だ
「
一
所
傍
輩
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」（
同
じ
権
門
に
祗
候
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
縁
）
も
功
を
奏
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
常

秀
は
丹
後
の
武
士
と
も
何
か
由
縁
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
当
然
、
国
内
の
要
地
に
守
護
領
と
し
て
地
頭
職
を
得
た
は
ず
な
の
だ
が
、

史
料
は
ま
っ
た
く
の
こ
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。『
吾
妻
鏡
』
に
お
け
る
所
見
で
も
、
五
年
以
上
の
空
白
が
、
承
元
元
年
（
一
二

〇
七
）
三
月
三
日
条
以
降
か
ら
、
在
世
が
確
認
で
き
る
最
後
の
記
事
の
見
え
る
嘉
禎
二
年
（
一
二
三
六
）
八
月
四
日
条
ま
で
の
間
に
三

度
も
あ
る
。
こ
れ
は
同
書
編
纂
時
に
常
秀
に
か
ん
す
る
記
録
が
の
こ
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
の
で
あ
ろ
う
が）

（
（

、
西
国
守
護

は
在
京
が
原
則
で
あ
っ
た
か
ら
、
常
秀
が
関
東
に
不
在
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
こ
ろ
も
大
き
い
で
あ
ろ
う
。

注（
1
）
拙
稿
「
慈
光
寺
本
『
承
久
記
』
の
史
料
的
評
価
に
関
す
る
一
考
察
」（
拙
編
『
承
久
の
乱
の
構
造
と
展
開
』
戎
光
祥
出
版
、
二
〇
一
九
年
、
初

出
は
二
〇
〇
五
年
）。

（
（
）
渡
邉
正
男
「
丹
波
篠
山
市
教
育
委
員
会
所
蔵
「
貞
永
式
目
追
加
」（『
史
学
雑
誌
』
第
一
二
八
編
第
九
号
、
二
〇
一
九
年
）・
木
下
竜
馬
「
新
出
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鎌
倉
幕
府
法
令
集
に
つ
い
て
の
一
考
察
」（『
古
文
書
研
究
』）
第
八
八
号
、
二
〇
一
九
年
）。
こ
の
史
料
は
鎌
倉
時
代
の
政
治
史
・
守
護
研
究
に
大

き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
内
容
を
持
つ
が
、
私
に
と
っ
て
は
安
房
の
守
護
が
三
浦
義
村
に
確
定
で
き
た
こ
と
が
大
き
な
収
穫
で
あ
っ
た
。
な
お
、

本
史
料
に
つ
い
て
は
、
木
村
修
氏
が
『
成
田
市
史
研
究
』
第
四
号
に
「
研
究
余
話
」
と
し
て
寄
稿
さ
れ
た
「
埴
生
次
郎
時
常
と
父
千
葉
常
秀
・
兄

秀
胤
─
埴
生
神
社
神
輿
の
奉
納
者
と
一
族
─
」
に
紹
介
さ
れ
、
私
の
旧
稿
を
踏
ま
え
て
適
切
な
コ
メ
ン
ト
を
加
え
て
お
ら
れ
る
。

（
（
）
伊
藤
邦
彦
『
鎌
倉
幕
府
守
護
の
基
礎
的
研
究
【
国
別
考
証
編
】』（
岩
田
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
4
）
菊
池
紳
一
「
房
総
三
か
国
の
国
司
に
つ
い
て
─
鎌
倉
時
代
を
中
心
に
─
」（『
千
葉
県
史
研
究
』
第
一
一
号
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
5
）
湯
浅
治
久
「
肥
前
千
葉
氏
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
─
地
域
と
交
流
の
視
点
か
ら
─
」（
拙
編
『
千
葉
氏
の
研
究
』、
初
出
は
一
九
九
七
年
）・
拙

稿
「
京
都
の
な
か
の
鎌
倉
」（
福
田
豊
彦
・
関
幸
彦
編
『「
鎌
倉
」
の
時
代
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
五
年
）。

（
6
）
鎮
西
に
お
け
る
千
葉
常
胤
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
地
頭
─
川
合
康
氏
の
地
頭
論
と
社
会
史
の
視
角
か
ら
」（『
歴
史
と
地
理
』
第
四
九
三

号
、
一
九
九
六
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
（
）
千
葉
氏
関
係
の
家
伝
な
ど
の
材
料
は
、
惣
領
で
あ
る
千
葉
介
家
か
ら
提
出
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
す
で
に
そ
の
段
階
で
千
葉
介
家
の
正

統
性
の
主
張
に
抵
触
す
る
可
能
性
の
あ
る
常
秀
系
に
か
ん
す
る
記
録
が
削
除
さ
れ
て
い
た
と
い
う
可
能
性
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

む
す
び
に
か
え
て
─
権
威
称
号
「
上
総
介
」
の
継
承

旧
稿
で
も
注
目
し
た
が
、
常
秀
の
後
を
襲
っ
た
秀
胤
は
、
位
階
は
従
五
位
上
、
そ
の
子
息
た
ち
も
諸
大
夫
と
し
て
順
調
に
立
身
さ
せ
、

千
葉
氏
一
族
で
は
た
だ
一
人
評
定
衆
に
連
な
る
こ
と
を
得
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
ら
の
官
職
は
上
総
権
介
に
と
ど
ま
っ
た
よ
う
で
あ

る
。『
吾
妻
鏡
』
に
は
「
上
総
介
」
と
し
て
も
所
見
す
る
が
、
こ
れ
は
「
上
総
権
介
」
の
略
で
あ
ろ
う
。
源
頼
朝
が
挙
兵
し
た
当
時
、
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坂
東
最
大
の
武
士
団
を
構
成
し
て
い
た
と
目
さ
れ
る
上
総
広
常
が
「
上
総
介
広
常
」
と
表
記
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
「
千
葉

介
」
や
「
三
浦
介
」
が
千
葉
庄
・
三
浦
郡
を
本
拠
地
と
す
る
と
と
も
に
在
庁
と
し
て
住
国
の
「
介
」
な
い
し
「
権
介
」
を
称
し
た
こ
と

に
よ
る
一
種
の
称
号
の
よ
う
な
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
が）

1
（

、
秀
胤
の
場
合
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
常
秀
も
こ
う

し
た
意
味
に
お
け
る
「
上
総
介
」
を
称
し
て
い
た
こ
と
は
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
か
つ
て
私
は
、
こ
の
、
お
そ
ら
く
両
総
平
氏
系

一
族
の
観
念
的
な
族
長
的
立
場
を
意
味
す
る
「
上
総
介
」
の
称
号
は
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
千
葉
氏
系
に
継
承
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
広

常
滅
亡
直
後
の
段
階
に
、
そ
の
弟
で
あ
る
常
清
の
系
統
に
う
つ
り
、
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
千
葉
氏
系
に
わ
た
っ
た
可
能
性
の
高
い
こ
と
を

論
じ
た
こ
と
が
あ
っ
た）

（
（

。

と
こ
ろ
で
、
近
年
、
こ
の
「
上
総
介
」
の
称
号
が
、
上
総
国
に
お
け
る
伝
統
的
な
権
威
を
示
す
称
号
と
し
て
、
中
世
後
期
に
い
た
る

ま
で
、
継
承
・
再
生
産
さ
れ
続
け
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
論
文
が
発
表
さ
れ
た
。
石
橋
一
展
氏
の
「
享
徳
の
乱
前
後
に
お
け
る

上
総
お
よ
び
千
葉
一
族
─
千
葉
次
郎
と
上
総
介
─
」（『
千
葉
い
ま
む
か
し
』
第
二
七
号
、
二
〇
一
四
年
）
で
あ
る
。
上
総
千
葉
氏
滅
亡

後
も
角
田
（
す
だ
）
氏
・
長
南
氏
ら
上
総
氏
系
の
血
脈
を
受
け
継
ぐ
も
の
が
一
定
の
勢
力
を
保
ち
、
こ
れ
を
戦
国
期
の
上
総
武
田
氏
が

継
承
し
た
と
す
る
興
味
深
い
展
望
が
示
さ
れ
て
い
る
。
角
田
氏
が
西
遷
し
て
室
町
時
代
に
幕
府
の
奉
公
衆
に
列
し
た
こ
と
は
知
ら
れ
て

い
た
が）

（
（

、
在
地
に
残
っ
た
一
族
の
子
孫
が
十
五
世
紀
に
い
た
っ
て
長
南
武
田
氏
と
姻
戚
関
係
を
結
ん
で
い
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
お
り）

4
（

、

石
橋
氏
の
論
に
整
合
し
て
興
味
深
い
。

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、『
笠
森
寺
縁
起
』
な
ど
と
し
て
上
総
地
方
に
伝
え
ら
れ
た
平
忠
常
や
上
総
・
千
葉
氏
に
関
す
る
伝
承
で

あ
る）

5
（

。
忠
常
も
「
前
上
総
介
」
で
あ
り
（『
百
練
抄
』・『
日
本
紀
略
』
な
ど
）、
上
総
氏
・
千
葉
氏
が
そ
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
彼

こ
そ
が
中
世
上
総
に
お
い
て
一
種
の
地
域
王
権
の
表
象
と
し
て
観
念
化
さ
れ
た
「
上
総
介
」
の
ル
ー
ツ
と
見
な
さ
れ
よ
う
。
下
総
地
方

に
お
け
る
「
千
葉
介
」
同
様
、
上
総
に
お
い
て
は
「
上
総
介
」
が
長
く
人
々
の
意
識
に
、
そ
の
権
威
を
保
ち
続
け
た
の
で
あ
ろ
う
。



上総千葉氏の族的位置と丹後守護補任の背景について

1（

〈
上
総
氏
一
族
略
系
図
〉

　
　
　
　
　
　

──
常
義
─
─
──
重
常
─
─
──
久
常
─
─
──
常
村
─
─
──
秀
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

──
秀
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

──
常
季
─
─
──
秀
常

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

──
師
常
─
─
──
師
秀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

──
光
義
─
─
──
頼
秀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

──
秀
景

　
　

常
澄
─
─
──
広
常
─
─
──
能
常  

　
　
　
　
　
　

──
常
清
─
─
──
貞
常

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─

─
─
──
胤
親

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
千
葉
介
胤
正
女

※
中
条
家
文
書
「
桓
武
平
氏
諸
流
系
図
」

印
東
次
郞

長
南
太
郎

南
郷
四
郎

上
総
介
八
郎

相
馬
九
郎

相
馬
介
（
上
総
介
）

角
田
太
郎



1（

注（
1
）
拙
稿
「
平
家
打
倒
に
起
ち
上
が
っ
た
上
総
広
常
」（
拙
著
『
増
補
改
訂

中
世
東
国
武
士
団
の
研
究
』
初
出
は
一
九
九
二
年
）。

（
（
）
拙
稿
「
中
世
東
国
武
家
社
会
に
お
け
る
苗
字
の
継
承
と
再
生
産
─
吉
川
本
『
吾
妻
鏡
』
文
治
二
年
六
月
十
一
日
条
の
「
相
馬
介
」
を
め
ぐ
っ
て
」

（
拙
編
『
千
葉
氏
の
研
究
』、
初
出
は
一
九
九
七
年
）。

（
（
）
拙
稿
「
中
世
東
国
武
家
社
会
に
お
け
る
苗
字
の
継
承
と
再
生
産
─
吉
川
本
『
吾
妻
鏡
』
文
治
二
年
六
月
十
一
日
条
の
「
相
馬
介
」
を
め
ぐ
っ
て
」・

同
「『
玉
藻
前
』
と
上
総
介
・
三
浦
介
」（『
朱
』
第
四
四
号
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
4
）
嶺
島
英
寿
「
茂
原
市
編
纂
事
業
の
活
動
（
中
世
史
調
査
そ
の
一
）」（『
広
報
も
ば
ら
』N

o. 1100

、
二
〇
二
一
年
）。

（
5
）
拙
稿
「『
笠
森
寺
縁
起
』
に
み
る
平
忠
常
と
上
総
・
千
葉
氏
の
記
憶
」（
京
都
女
子
大
学
宗
教
・
文
化
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
第
三
三
号
、
二
〇

二
〇
年
）。

　
　
　

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

　
　
　
　
　

千
葉
氏

上
総
介

鎌
倉
幕
府

御
家
人
制




